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「被扶登者の認定基準における年収は、収
入の種類により次のように判断すること。」
で、「日給や失菜稔付など1日当りの金 日給者に係る扶養認定については、原則として、課税（非課税）証明書に
額— ··130万円を360( 日）で除した金額J よる前年度の所得状況、直近の給与明細書、または「扶養に関する申立
とあるが、日給者は年間360日も仕寧をで書J欄に記載された現在の就労状況等から総合的に判断されたい．

日給者に係る扶登認定につ Iきないはず。 棠務処理マニュアルに記醗した判断基準については、添付書類から認定
いて 日給4,000円で土日祝日が休みの湯合は、 の可否の判断が不可能である場合の取扱いであり｀特に日給者に係る基

年問250日程度しか勤務できないため、 準等が明確になっていないことから、失菜給付を受給中である場合と同
4,000円X250日=1,000,000円が年収とな 様、日々の収入額から判断せざるを得ない場合の判断基準の一例である
り」認定基準の範囲内である。にもかかわらことをご理解いただきたい。
ずし日額3,611円(130万-i-360)を超えるた
め認定できないというのは不合理である．
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